
Ｂ６２Ｂ 

 

B62B - 1 

 

 鉄道以外の路面車両 

 手動推進車両,例.ハンドカ－トまた
は乳母車;そり（畜力駆動に特徴のあるもの

B62C;運転者または原動機による駆動 B62M）  

注 

このサブクラスにおいては,下記の用語または表現は以下に示

す意味で用いる:  

―“ハンドカ－ト”は,ハンドカ－トに特徴のあるかぎり手動

推進車輪付装置も含み,またハンドカ－トに特徴のあるかぎり

歩行制御動力駆動車両も含む;  

―“ロ－ラ”は,車輪と同等である。  

サブクラス内の索引 

ハンドカ－ト .........................................  

1 軸をもつもの;2 軸以上をもつもの 1/00;3/00 ...........  

細部およびアクセサリ－;氷上または雪上走行滑走部 

5/00;19/00 ...........................................  

子供用乗物,乳母車 7/00,9/00 ..........................  

そり ................................................  

滑走部をもつもの;他の型 13/00;15/00 ..................  

細部およびアクセサリ－ 17/00 .........................  

他の手動推進車両 11/00 ...............................  

 

ハンドカ－ト  

 

1/00 1 輪またはそれ以上の走行車輪を支持する

ため単一軸をもつハンドカ－ト;それら

のための装置  

1/02 ・車輪軸が積載部とハンドル間に配置され

るもの  

1/04 ・・調節可能,折りたたみ可能,取付可能,

着脱自在または変更可能な部分を含むも

の  

1/06 ・・運ばれるものを適当な場所につかむか

または取り付けるための手段を含むも

の;荷積みまたは荷おろし装置  

1/08 ・・荷積みまたは荷おろし時に用いられる

補助車輪をもつもの  

1/10 ・荷重が全部車輪に伝達されるもの  

1/12 ・・調節可能,折りたたみ可能,取付可能,

着脱可能または変更可能な部分を含むも

の  

1/14 ・・運ばれるものを適当な場所につかむか

または取り付けるための手段を含むも

の;荷積みまたは荷おろし装置  

1/16 ・・傾斜可能にとりつけられるコンテナを

含むもの  

1/18 ・積載部が車輪軸とハンドルとの間に配置

されるもの,例.ねこ車  

1/20 ・・折りたたみ可能,取付可能,着脱可能ま

たは変更可能な部分を含むもの  

1/22 ・・運ばれるものを適当な場所につかむか

または取り付けるための手段を含むも

の;荷積みあるいは荷おろし装置  

1/24 ・・傾斜可能に取り付けられるコンテナ－

を含むもの  

1/26 ・特に特定形態のものに用いられる支持部

を特徴とするもの  

A 円筒物,例.ボンベ,ドラム缶,バケツのため

のもの  

B 重い板状物,例.溝蓋,のためのもの  

C 家具,日用品またはスポ－ツ用品のための

もの  

D 車両または車輪のためのもの  

Z その他のもの  

3/00 複数個の走行車輪を支持する 2 軸以上をも

つハンドカ－ト;それらのための操向装

置;それらのための装置  

A 車輪の配列に特色のあるもの  

B 動力装置を有するもの  

G ・歩行制御型のもの  

D 特定の用途に用いられるもの,例.液体運搬

用  

E ・農業用  

F ・買物用  

J 軌道上を走行するもの  

Z その他のもの  

3/02 ・調節可能,折りたたみ可能,取付け可能,

着脱可能または変更可能な部分を含むも

の（B62B3/14 が優先）[6]  

A 転換式ハンドカ－ト,すなわちハンドカ－

トと自転車のように二態様を採りうるも

の  

B 折りたたみ可能なもの  

C 調節または変更可能なもの  

D ・荷台を水平回転できるもの  

E ・操向制御装置を用いるもの  

G ・車輪位置の調節または変更  

H ・・上下方向の調節または変更;車輪の車体

内へ引込み  

F 着脱,分解,組立または取付可能なもの  

Z その他のもの  

3/04 ・運ばれるものを適当な場所につかむか,

またはとりつけるための手段を含むも

の;荷物取り扱い装置  

A 荷積みまたは荷おろし装置  

C ・コンベア;クレ－ン;斜面  

B 荷物をつかむか,取りつけるか,または固定

するための手段  

D ・ひもまたはベルトを用いるもの  

Z その他のもの  

3/06 ・・地上から荷物を単に離すためのもの,

例.ロ－リフトトラック（大量のまたは重
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い荷物を積み降ろしする場合に用いる昇

降装置で,車輪または類似のものによっ

て動かせるもの,例.フォ－クリフトトラ

ック,B66F9/06）  

A 片持ち式荷台を昇降させるもの  

B X 字形リンク機構によつて荷台を昇降させ

るもの  

C 車輪を上下させることによつて荷台を昇降

させるもの  

Z その他のもの  

3/065 ・・・液圧を利用したリフト手段を有する

もの[6]  

3/08 ・傾斜可能にとりつけられるコンテナ－を

含むもの（B62B3/14 が優先）[6]  

3/10 ・特に特定形態のものに用いられる支持部

を特徴とするもの  

A 円筒物,例.ボンベ,ドラム缶またはバケツ,

のためのもの  

B 工具または機械類のためのもの  

C 家具,日用品またはスポ－ツ用品のための

もの  

E ・いすのためのもの  

D 車両または車輪のためのもの  

Z その他のもの  

3/12 ・三車輪構造を特徴とするもの（B62B3/14

が優先）[6]  

3/14 ・入れ子式または積み重ねるための設備を

特徴とするもの,例.買物用手押車[6]  

3/16 ・・垂直に積み重ねできるもの[6]  

3/18 ・・揺動する積荷支持体または積荷支持部

分により入れ子にできるもの,例.バスケ

ット[6]  

5/00 特にハンドカ－トに用いられるアクセサリ

－または細部（B62B9/00 が優先;車輪,車

軸,車両用車軸受B60B;車両用キャスタ－,

キャスタ－一般 B60B33/00）  

B 扉;蓋;引出し;棚  

C 連結器  

D はしご;いす;踏板;階段  

E 車内環境維持装置,例.空調装置,の配置ま

たは適用  

F 荷台  

G 弾性的懸架装置  

H バンパ－  

J 車輪取付構造  

K ・着脱自在なもの  

L アクセサリ－  

Z その他のもの  

5/02 ・階段を上り下りするもの（病人または身

体障害者に特に適したいすまたは個人輸

送手段 A61G5/00）  

A そりを用いるもの  

B を用いるもの  

C 無端ベルトを用いるもの  

D 歩行脚を用いるもの  

E 車輪の配列に特色のあるもの  

Z その他のもの  

5/04 ・制動機構;移動止め装置  

A 車輪に作用するもの  

B 地面又は床面に作用するもの  

C ・上下動する接地片を用いるもの  

D ・車輪を引込めるもの  

E ・単一車軸を有するハンドカ－トのスタン

ド  

Z その他のもの  

5/06 ・手動装置,例.ハンドル棒（サイクル用

B62K11/14,B62K21/12）  

A ハンドル棒  

B ・折りたたみ可能なもの  

E ・調節または変更可能なもの  

C ・伸縮可能なもの  

D ・着脱または取付可能なもの  

Z その他のもの  

5/08 ・子供用座席（B62B3/14 が優先）[6]  

 

子供用運搬車;乳母車  

 

7/00 子供用運搬車;乳母車,例.人形乳母車  

A 乗用玩具兼用のもの  

Z その他のもの  

7/02 ・単一車軸をもつもの  

7/04 ・2 車軸以上をもつもの;そのための操向装

置  

7/06 ・・折りたたみできるもの  

7/08 ・・・車輪軸の方向に,または車輪軸に直角

に折りたたみできるもの  

7/10 ・・・車輪支持部に車体を折り込むことに

よって折りたたみできるもの,または箱

型車体に突出部分を引き込ませて折りた

たみできるもの  

7/12 ・・変更できるもの,例.子供用家具または

玩具に変更できるもの（子供用椅子を手

押椅子に変更できるもの A47D1/06）  

7/14 ・・取り外しまたは回転できるように取り

付けられた車体をもつもの  

9/00 特に子供用乗物または乳母車に用いられる

アクセサリ－あるいは細部（雪上を走行

するものに用いられるもの B62B19/00）  

9/02 ・階段を上り下りするために用いられるも
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の  

9/04 ・・滑走部をもつもの,例.そり滑走部  

9/06 ・・スパイダまたはこれに類するものをも

つもの  

9/08 ・制動機構;移動止め装置  

9/10 ・乳母車車体;その装置（折りたたみできる

も の B62B7/06; 変 更 で き る も の

B62B7/12）  

A 座席;ハンモツク  

Z その他のもの  

9/12 ・・調節,取り付け,または取りはずしでき

る部分を含むもの  

A リクライニング座席  

Z その他のもの  

9/14 ・・フ－ド;天幕;キャットネット  

9/16 ・車輪のどろよけまたは保護装置  

9/18 ・車体の弾性懸架装置  

9/20 ・ハンドル棒;ハンドル  

9/22 ・揺動または振動装置  

9/24 ・子供用安全保護装置,例.ハ－ネス（キャ

ットネット B62B9/14;子供を誘導または

支持する装置,例.安全引き具A47D13/08）  

A 保護枠;手すり  

Z その他のもの  

9/26 ・かばんまたは玩具の取付装置  

9/28 ・取りはずしできる補助シ－ト  

                                             

 

11/00 他に分類されない手動推進車両（車両の乗

手推進 B62M1/00,B62M6/00）  

A 無限軌道をもつもの  

B 成人を運搬するもの,例.人力車  

Z その他のもの  

 

そり  

 

13/00 滑走部をもつそり（氷上船または帆走そり

B62B15/00）  

13/02 ・滑走部の配置に特徴のあるもの  

13/04 ・・一線に配置されたもの  

13/06 ・・二線以上の平行線に配置されたもの  

13/08 ・・・操向装置をもつもの  

13/10 ・・・・滑走部の旋回部分をもつもの;旋回

する中央滑走部をもつもの  

13/12 ・・・・傾斜または屈曲する滑走部をもつ

もの  

13/14 ・・・・制動装置と結合されるもの  

13/16 ・折りたたみできるそり  

13/18 ・どちらかを使用できる滑走部および車輪

をもつ車両  

15/00 他のそり,氷上船または帆走そり[2020.01]  

A 雪面以外で使用するもの  

B 推進装置,例.帆,を有するもの（B62B15/00A

が優先）  

Z その他のもの  

注 

このグル－プに分類するとき,海洋風力推進に適した帆または

索具の詳細はサブクラス B63H の関連グル－プ,例. グル－プ

B63H8/00,B63H9/04 にも分類される。  

                                             

 

17/00 そりのアクセサリ－または細部  

17/02 ・滑走部（車両車輪に取り付けあるいは取

り代えできるもの B62B19/00）  

17/04 ・・弾性的に支持されるもの  

17/06 ・上部構造;そのための取付装置  

17/08 ・制動装置  

19/00 氷上または雪上の走行を容易にするための

車輪付車両支持用滑走部  

19/02 ・車輪に取り付けできるもの  

19/04 ・車輪と取り代えるもの  

 


